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◆保育等対策 

就学前児童の居場所 

※R7.4.1現在、 
ただし幼稚園は R7.5.1現在 

3歳未満児の約 5割が自宅等で過ごす。 

 認可保育所 幼稚園 幼保連携型 
認定こども園 

自宅など 

3歳未満児 37.9％  1.6％ 18.1% 33.3％ 

全 体 43.2％ 10.5％ 25.3% 15.2％ 
 

施設数 
※R7.4.1現在、ただし、認可外保
育施設は R7.5.1現在、幼稚園、

幼保連携型認定こども園、小学
校、中学校は R7.5.1現在 

※へき地保育所・児童館は休止中

のものを含まない 
人数 
※R7.4.1現在、ただし、認可外保

育所は R7.5.1現在、幼稚園、幼保
連携型認定こども園、小学校、中
学校は R7.5.1現在 

 

保育等関連施設の利用状況は以下のとおり。 

 か所数 人数 

認可保育所 １９４か所 １４，３９６人 

保育所型認定こども園(1号認定) １８か所 １２７人 

へき地保育所 ０か所 ０人 

児童館（集団保育） ２４か所 １３４人 

幼稚園 ２４か所 ３，２９５人 

幼稚園型認定こども園(3号認定) ２７か所 ２４６人 

幼保連携型認定こども園 ８６か所 ８，４９０人 

認可外保育施設 ９３か所 １，２２９人 

小学校 ２２１か所 ４４，１２７人 

中学校 ９５か所 ２４，６３９人 
 

保育所の利用率の推移（R7.4.1） 
      令和２年    令和７年 
３歳未満児 ４１．２％ → ３９．５％ 

３～５歳児 ５８．８％ → ６０．５％ 

特別保育事業 

※R7.4.1現在 

延長保育  ２１２か所   乳児保育     １９３か所 

一時預かり  ９５か所   病児・病後児保育 １１２か所 

◆地域における子育て支援 

地域子育て支援拠点施設 １１４か所（R7.4.1現在）一般型１０３、連携型８、自主事業３ 

一時預かり 

一般型 １２９か所（R7.4.1現在） 

幼稚園型 １１４か所（R7.4.1現在） 

余裕活用型 ２５か所（R7.4.1現在） 

居宅訪問型 ０か所（R7.4.1現在） 

預かり保育（幼稚園） 
公立１２か所※ 私立１２か所（補助ベース）(R6年度実績)  
※幼保連携型認定こども園を含む 

ショートステイ 実人数３６名 延日数２４０日（R6年度実績） 

トワイライトステイ 実人数１３名 延日数 ３０日（R6年度実績） 

病児病後児保育 
病児病後児対応型３７か所（R7.4.1現在） 
体調不良児対応型５７か所（R7.4.1現在） 

ファミリー・サポート・センター ２３か所 会員６，１３０名（R6年度実績） 

放課後児童クラブ ３２８クラブ   登録児童数１７，３４１名（R7.5.1） 

◆児童の保護と自立支援（児童虐待防止対策など） 

児童虐待相談件数 

※県は認定件数・全国は対応件数 

平成３０年度 ５１２件（全国１５９，８３８件） 

令和 ５年度 ８６９件（全国２２５，５０９件） 

里親 登録等里親数：１４７委託児童数(ファミリーホーム含む)：４８（R6年度末） 

児童養護施設 入所児童１７４名（R7.4.1） 

不登校児童・生徒 

 小学校 中学校 

令和 元年 
令和 ６年 

２７８名 
８４９名 

８７５名 
１,４９４名 

◆障がい児の保護と自立支援 

療育手帳（知的障がい児） 
令和 元年度末   １，４８０名（A 405・B 1,075） 
令和 ６年度末   １，５７７名（A 434・B 1,143） 

身体障がい者手帳 
（身体障がい児） 

令和 元年度末     ５７１名（1級 276・2級 84・他 211） 
令和 ６年度末     ５１１名（1級 243・2級 77・他 191） 

◆母子保健対策 

１歳６か月児健診 対象児 ５，７８８名中、受診児 ５，７２５名（98.9%）R5年度 

３歳児健診 対象児 ６，４３４名中、受診児 ６，３５９名（98.8%）R5年度 

◆ひとり親家庭福祉対策 

児童扶養手当 
令和 元年 ７，３２５名（３，８０８百万円） 
令和 ６年 ５，８３７名（３，０７０百万円）  

◆女性の保護と自立支援 

ＤＶ相談受付件数 
令和 元年   ６１５件 
令和 ６年   ４９３件 
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（１）就学前児童の保育等対策 

 ① 就学前児童の保育等の状況（図４－１～４ 表４－１・２） 

    就学前児童数が減少し続けている中、就学前児童が保育所や幼稚園などの保育関係施設を利用す

る割合は、年々増加（R7:84.8%）。自宅等で過ごしている児童は、約 2 割（R7:15.2%）である。特

に幼保連携型認定こども園の利用率が上昇している。 

３歳未満児では、約７割の児童（R7:66.7%）が関係施設を利用している。 

なお、小・中学校の児童生徒数は少子化で減少している。 

■ 図４－１ 山形県の就学前児童の保育関係施設入所状況 

 

資料：県こども安心保育支援課調べ／山形県「学校基本調査」 

■ 表４－１ 山形県の就学前児童の保育関係施設入所状況 

年度 
就学前 

児童数 

保育関係施設入所状況 

その他 

(自宅

等) 

認可 

保育所 

保育所

型認定

こども

園(1 号

認定) 

家庭的 

保育事

業 

小規模

保育・事

業所内

保育 

へき地 

保育所 
児童館 

認可外 

保育施

設 

幼稚園 

幼稚園

型認定

こども

園(3 号

認定) 

幼保連

携型認

定こど

も園 

合計 入所率 

平成 23年 54,103 20,428  35  90 1,314 2,816 11,363   36,046 66.6% 18,057 

平成 24年 53,945 20,931  59  71 1,270 3,005 11,777   37,113 68.8% 16,832 

平成 25年 52,783 21,160  67  80 1,183 2,954 11,285   36,729 69.6% 16,054 

平成 26年 51,459 21,319  78  62 1,158 2,937 10,799   36,353 70.6% 15,106 

平成 27年 50,087 20,377 59 85 160 56 1,111 2,528 8,885  3,059 36,320 72.5% 13,767 

平成 28年 49,253 20,163 80 74 367 45 1,029 1,889 8,229  4,176 36,052 73.2% 13,201 

平成 29年 47,835 20,183 129 88 414 33 926 1,857 7,249  5､333 36,212 75.7% 11,623 

平成 30年 46,648 19,693 94 92 487 9 739 1,814 6,782  6,250 35,960 77.1% 10,688 
平成 31 年・ 
令和元年 45,210 19,418 84 84 543 6 697 1,673 6,489  6,655 35,649 78.9% 9,561 

令和 2 年 43,482 18,544 64 73 585 0 486 1,659 5,850  7,194 34,455 79.2% 9,027 

令和 3 年 41,941 17,930 79 67 588 0 393 1,517 5,381  7,813 33,768 80.5% 8,173 

令和 4 年 39,799 16,772 131 59 578 0 234 1,438 4,805  8,308 32,325 81.2% 7,474 

令和 5 年 37,975 15,990 148 55 559 0 199 1,388 4,352  8,285 30,976 81.6% 6,999 

令和 6 年 35,661  15,288  152 67  551  0  160  1,298  3,646   8,471  29,633  83.1% 6,028  

令和 7 年 33,565  14,376  127 63  496  0  134  1,229  3,295  246 8,490  28,456  84.8% 5,109  

※各年４月１日現在、認可外保育施設、幼稚園及び幼保連携型認定こども園は５月１日現在 

資料：県こども安心保育支援課調べ／山形県「学校基本調査」 
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■ 図４－２ 山形県の就学前児童の居場所（令和 7 年） 

 

※４月１日現在、認可外保育施設、幼稚園及び幼保連携型認定こども園は５月１日現在 

資料：山形県「学校基本調査」、県こども安心保育支援課調べ 

 

■ 表４－２ 山形県の就学前児童の居場所（令和 7 年） 

 

 

※４月１日現在、認可外保育施設、幼稚園及び幼保連携型認定こども園は５月１日現在 

※就学前児童数は本県市町村に住民票登録している児童数であり、各施設の児童数は、当該施設が所在する市町村の人数として計

上している。このため一部で、入所児童数の合計が就学前児童数を超過している 

 

資料：山形県「学校基本調査」、県こども安心保育支援課調べ 
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2歳 2,717 0 238 0 11 356 0 141 1,279 4,742 84.3% 881 15.7% 5,623

3歳 2,809 37 0 0 30 156 988 0 1,885 5,905 100.1% 0 0.0% 5,901
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■ 図４－３ 山形県の保育関係施設利用児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年４月１日現在、認可外保育施設、幼稚園及び幼保連携型認定こども園は５月１日現在（詳細な数値は表４－１参照） 

※H27 からは家庭的保育事業は地域型保育事業の一つとなった。 

（地域型保育事業：家庭的保育事業・小規模保育事業所・事業所内保育事業） 

資料：山形県「学校基本調査」、県こども安心保育支援課調べ 

 

  ■ 図４－４ 山形県の小･中学校児童生徒数の推移 

※各年５月１日現在  

※令和７年は速報値                                資料：山形県「学校基本調査」 
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② 保育関係施設の状況（表４－３） 

    県内の保育関係施設（稼働）の設置状況は、表４－３のとおりである。 

 

■ 表４－３ 山形県の保育関係施設の設置状況（令和 7 年） 

 

資料：山形県「学校基本調査」、県こども安心保育支援課調べ 

※４月１日現在（幼稚園・認可外保育施設・事業所内保育所・小学校・中学校は５月１日現在） 

※小学校中学校は令和 7 年の速報値（合計） 

※へき地保育所・児童館は現在休止中のものを含まない 

 

③ 保育所の利用状況（図４－５～１１ 表４－４） 

    就学前児童数が減少し続けている中、保育所を利用する児童の数も減少傾向にある。一方、就労

形態の多様化等に伴い保育サービスも多様化し、延長保育については全ての保育所が実施するなど、

子育てしながら働きやすい環境の整備が進んでいる。 

    また、保育所等整備による認可保育所の定員増など受入枠の拡大に取り組んできた結果、平成 26

年４月１日時点では待機児童数ゼロを達成した。その後、平成 29年から平成 31年にかけて待機児

童が発生したが、令和 2年から令和 7年は 6年連続で 4月 1日時点の待機児童がゼロとなっている。 

■ 図４－５ 山形県の保育所の利用児童数の推移 

 

※各年４月１日現在                          資料：県こども安心保育支援課調べ 
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■ 図４－６ 山形県の保育所の年齢別児童数の推移 

    

※各年４月１日現在                                資料：県こども安心保育支援課調べ 

 

 

   ■ 図４－７ 山形県の延長保育の実施状況            ■ 図４－８ 山形県の乳児保育の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年４月１日現在  資料：県こども安心保育支援課調べ    ※各年４月１日現在  資料：県こども安心保育支援課調べ 
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■ 図４－９ 山形県の休日保育の実施状況         ■ 図４－１０ 山形県の障がい児保育の実施状況         

 

 

※各年４月１日現在  資料：県こども安心保育支援課調べ    ※各年４月１日現在  資料：県こども安心保育支援課調べ 

 

 

■ 図４－１１ 山形県の待機児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 表４－４ 市町村別待機児童数（令和７年４月１日） 

市町村名 合計 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児以上 

合計 0 0 0 0 0 0 

資料：県こども安心保育支援課調べ      
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④ 幼稚園の利用状況（図４－１２・１３） 

    幼稚園の利用児童数は、減少傾向となっており、定員の充足率は近年下降傾向である。 

■ 図４－１２ 山形県の幼稚園の利用児童数の推移 

 

資料：山形県「学校基本調査」、県こども安心保育支援課調べ 

 

■ 図４－１３ 山形県の幼稚園の年齢別児童数の推移 

 

資料：山形県「学校基本調査」、県こども安心保育支援課調べ 
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（２）地域における子育て支援 

  ① 子育て家庭への経済的支援（図４－１４・１５ 表４－５・６） 

児童手当については、平成 16 年度から支給対象年齢が義務教育就学前から小学校第３学年修了

前まで、平成 18年度からは小学校修了前までに拡大され、所得制限限度額も引き上げられた。 

平成 19 年度からは、３歳未満の子どもに対する手当として乳幼児加算（一律１万円）が創設さ

れた。 

平成 22年度及び平成 23年度は、児童手当に代わって子ども手当制度が設けられ、支給対象が中

学校修了前までの子どもにまで拡大されたほか、所得制限も廃止された。 

平成 24 年度からは子ども手当制度が廃止され、児童手当制度が復活し、支給対象や支給額は平

成 23 年 10 月分以降の子ども手当の内容が継続されたが、平成 24 年６月分から新たに所得制限が

導入され、受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、一律５千円の支給となった。 

令和４年 10月分から受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、対象外となった。 

令和６年 10 月から支給対象年齢が高校生年代（18 歳到達後の最初の年度末）までに拡大され、

所得制限が撤廃されたほか、第３子以降の加算分も増額された。また、多子加算のカウント方法に

ついて高校生年代から 22歳年度末まで拡大された。 

 

 
 

■ 図４－１４ 山形県の児童手当・子ども手当の支給状況 

 

※ 受給者数は各年度２月末現在で、支給額は各年度実績額（国家公務員を除く）          

        ※ 23年度、24年度の受給者数は、施設受給者を除いた数である。なお、23年度については、特別措置法 

（平成 23年 10月施行）の申請を平成 24年 3月以降に行った者の分は含まれていない。 

資料：県しあわせ子育て政策課調べ  
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■ 表４－５ 児童手当・子ども手当制度の主な改正の内容 

 
主な制度改正の内容 

支給対象児童 支給期間 支給金額（月額） 備考 

児
童
手
当 

制度創設期 S47.1.1 第3子から 義務教育終了前まで 3,000円  

昭和60年改正 S61.6施行 第2子から 義務教育就学前まで 
第2子：2,500円 
第3子：5,000円 

 
 

平成3年改正 H4.1施行 第1子から 3歳未満まで 
第1子：5,000円 
第2子：5,000円 
第3子以降：10,000円 

 
 
 

平成12年改正 H12.6施行  義務教育就学前まで  H13年度：所得制限緩和 

平成16年改正 H16.4施行  小学校第3学年修了前まで   

平成18年改正 H18.4施行  小学校修了前まで   

平成19年改正 H19.4施行   
3歳未満：一律10,000円 
（3歳以上は変更なし） 

 

子
ど
も
手
当 

平成22年創設 H22.4施行 第1子から 中学校修了前まで 一律13,000円 所得制限なし 

平成23年改正 
H23.10施

行 
第1子から 中学校修了前まで 

3歳未満 ：15,000円 
3歳以上小学校修了前 
第1・2子：10,000円 
第3子   ：15,000円 
中学生  ：10,000円 

所得制限なし 

児
童
手

当 

平成24年改正 H24.4施行 

第1子から 

中学校修了前まで 

3歳未満 ：15,000円 
3歳以上小学校修了前 
第1・2子：10,000円 
第3子   ：15,000円 
中学生  ：10,000円 

所得制限限度額以
上の場合は特例給
付 

令和3年改正 R4.6施行 

所得制限限度額以
上、所得上限限度額
未満の場合は特例

給付 
所得上限限度額以
上の場合は不支給 

令和6年改正 R6.10施行 高校生年代まで 

３歳未満 
第１・２子：15,000円 
第３子以降：30,000円 
３歳～高校生年代 
第１・２子：10,000円 
第３子以降：30,000円 

所得制限なし 
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■ 図４－１５ 山形県の子育て支援医療の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：県こども安心保育支援課調べ 

 

■ 表４－６ 子育て支援医療（乳幼児医療）の主な制度改正の内容 

  主な制度改正の内容 

S48 10 月 1日：制度発足 

H8 
～6月：前年所得 330 万円以下の者に扶養される 0 歳児 

7 月～：前年所得が 330万円以下の者に扶養される 0･1歳児（乳児医療→乳幼児医療） 

H10 7 月～：前年所得が 330万円以下の者に扶養される 0～2 歳児 

H13 7 月～：前年所得が 330万円以下の者に扶養される就学前児童 

H16 7 月～：前年所得が児童手当特例給付に係る所得制限額に満たない者に扶養される就学前児童 

H18 

7 月～：前年所得が平成 17年度児童手当所得制限額に満たない者に扶養される就学前児童 
第３子以降の就学前児童については、所得制限を撤廃 

３歳未満及び第３子以降の自己負担無料化 

H20 
7 月～：前年所得が平成 18年度児童手当所得制限額に満たない者に扶養される就学前児童 

第３子以降の就学前児童については、所得制限なし 

H21 7 月～：入院費用の助成対象年齢を就学前乳幼児から小学校６年生まで拡大 

H22 7 月～：父子家庭を助成の対象に加える。就労条件の整理 

H24 7 月～：所得制限の廃止 

H25 10 月～：入院費用の助成対象年齢を小学校６年生から中学校３年生まで拡大 

H26 7 月～：外来費用の助成対象年齢を就学前乳幼児から小学校 3年生まで拡大。 

R 元 
7 月～：未婚のひとり親への対応（未婚のひとり親に対し、税法上の寡婦とみなして所得税に係る再計

算を行う運用） 

R3 
7 月～：未婚のひとり親への対応の廃止（税制改正により当該規定が意味をなさなくなったことによる

廃止） 
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 ② 児童相談所における来所相談受付件数（図４－１６） 

    県内２か所の児童相談所（中央・庄内）においては、児童福祉に関するあらゆる問題について、

相談に応じている。令和６年度の来所相談受付件数 2,255件で、その約 39％が養護に関する相談で

あるが、児童虐待相談受付件数は依然として高く推移しており、令和６年度は640件になっている。 
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（３）訓戒、誓約措置    ５ 市町村への事案送致等 
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■ 図４－１６ 山形県の児童相談所における相談件数（来所）の推移 

 

 

※各年度実績                                  資料：県こども家庭福祉課調べ 

 

 

  ③ 保育所における一時預かり（図４－１７） 

    緊急的・一時的な保育ニーズに対応する一時預かりを実施している保育所は、令和 7年 4月 1日

現在で 95箇所となっている。 

 

■ 図４－１７ 山形県の一時預かりの実施状況 

 

       ※各年４月１日現在                          資料：県こども安心保育支援課調べ 
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④ 幼稚園における預かり保育（図４－１８） 

    幼稚園において、教育時間の開始前や終了後に希望する園児を園内で過ごさせる「預かり保育」

を実施している幼稚園が減少傾向にある。 

 

■ 図４－１８ 山形県の幼稚園における預かり保育実施状況 

 

※私立幼稚園は、預かり保育推進事業の補助を受けている施設  県こども安心保育支援課・義務教育課調べ 

 

⑤ 子育て短期支援事業（図４－１９・２０） 

    保護者が疾病・仕事等の理由で児童の養育が一時的に困難になった時など、市町村が児童養護施

設などにおいて一定期間養育保護する子育て短期支援事業の実施状況は、図４－１９・２０のとお

りである。 

■ 図４－１９ 短期入所生活援助（ショートステイ）     ■ 図４－２０ 夜間養護（トワイライトステイ） 

    
※各年度実績    資料：県こども家庭福祉課調べ      ※各年度実績    資料：県こども家庭福祉課調べ 
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⑥ 病児病後児保育 

保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、保育

所や病院の専用スペース等で児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊

急対応を行う保育施設が増加している。（図４－２１） 

 

■ 図４－２１ 山形県の病児病後児保育の実施状況 

 

※各年４月１日現在                         資料：県こども安心保育支援課調べ 

 

⑦ ファミリー・サポート・センターの設置状況（表４－７ 図４－２２） 

    育児の援助を受けたい人と育児の援助を行いたい人を会員として育児支援を行うファミリー・サ

ポート・センターの設置箇所数及び会員数は横ばい状態にある。 

■ 表４－７ 設置状況 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

17か

所 

18か

所 

18か

所 

19か

所 

20か

所 

21か

所 

21か 

所 

22か 

所 

24か 

所 

24か 

所 

24か 

所 

24か 

所 

24か 

所 

24か 

所 

23か 

所 

23か 

所 

23か 

所 

23か 

所 

 

■ 図４－２２ 山形県のファミリー・サポート・センターの会員数と活動状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度実績                                        資料：県こども安心保育支援課調べ 

7 7 10 13 14 17 19 21 21 22 22 239 10
14 12 14

29
19

23 24
26 26 26

25 26

33
36

38

43

44

48
53

53 56
63

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

体調不良児対応型
病後児対応型
病児対応型

か所

5,307 
5,295 

5,524 
5,975 

6,344
6,921

6,987
6,828

7,018
7,035

6,916
6,792

6,608
6,225 6,185 6,072 6,130

15,281 

14,192 

16,452 15,882 

14,462 14,091

12,827

10,205 10,214

11,647
10,748

6,795

4,355
5,606 6,058 6,581

7,894

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6

会員数

利用件数

人 件



4-17 

 

 ⑧ 地域子育て支援拠点施設事業（表４－８） 

地域において、子育て親子の交流の促進、子育て等に関する相談援助等を行う地域子育て支援拠

点施設の整備が進んでいる。 

■ 表４－８ 山形県の地域子育て支援拠点施設の状況（令和 7年 4月 1日現在） 

一般型 連携型 
市町村 
単独事業 

合計 

１０３か所 ８か所 ３か所 １１４か所 

資料：県こども安心保育支援課調べ 

⑨ 認定こども園（表４－９） 

保護者の就労の有無にかかわらず、就学前の子どもに幼児教育・保育を一体的に提供し、全ての

子育て家庭を対象に地域の子育て支援を行うという２つの機能を備える施設を知事が認定こども

園として認定する。平成 18年 10月に制度が創設され、平成 24年 8月に大きな改善が行われた。 

■ 表４－９ 認定こども園の認定状況（令和 7年 4月 1 日現在） 

区分 件数 備考 

山形県 １３１件 

山形市(32)・寒河江市（５）・上山市（３）・
村山市（６）・天童市（10）・東根市（７）・
尾花沢市（２）・山辺町（２）・河北町（３）・
新庄市（４）・金山町・最上町・真室川町・
米沢市（７）・長井市（３）・南陽市（２）・
高畠町（５）・川西町・小国町・白鷹町（２）・
飯豊町（２）・鶴岡市（17）・酒田市（11）・
三川町・庄内町・遊佐町 

全 国 １０，４８３件 （令和 6年 4月 1日現在） 

資料：県こども安心保育支援課調べ、全国の件数はこども家庭庁調べ 

 

⑩ 児童館・児童センターの設置状況（図４－２３） 

    県内の児童館・児童センターは、減少傾向にある。 

■ 図４－２３ 山形県の児童館・児童センターの設置状況 
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※各年４月１日現在（休止中除く）                          資料：県こども安心保育支援課調べ 
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⑪ 放課後子ども教室の設置状況 

    「放課後子ども教室」は、地域の方々の参画を得て、すべての子どもに放課後や週末の安全で安

心な活動拠点（居場所）を確保し、様々な体験活動や学習活動を行う事業で、令和 7 年 10 月 1 日

現在、県内 119か所に設置されている。 

  

⑫ 放課後児童クラブの設置状況（図４－２５・２６） 

保護者が昼間いない家庭の小学校低学年児童等を対象として、放課後や長期休暇等に児童館等の

施設を利用して、遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図る「放課後児童クラブ」は、設置

数、登録児童数が増加傾向にある。 

■ 図４－２４ 山形県の放課後児童クラブの設置状況

 

 ※各年５月１日現在                   資料：山形県「学校基本調査」、県こども安心保育支援課調べ 

 

 

■ 図４－２５ 山形県の放課後児童クラブの登録児童数 

 

※各年５月１日現在                  資料：山形県「学校基本調査」、県こども安心保育支援課調べ 
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⑬ 子どもの健全育成に携わるＮＰＯ法人（図４－２７） 

    令和６年度末現在、本県の特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）は 432 の法人が認証されており、

その中で約 61％が「子どもの健全育成」を活動分野としている。 

■ 図４－２６ ＮＰＯ法人の認証状況 
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（３）児童の保護と自立支援 

  ① 児童虐待相談の状況（図４－２８） 

児童相談所及び市町村に寄せられた児童虐待相談のうち、虐待と認定された件数は、９年度から

増加し 12年度をピークに漸減傾向にあったが、法改正による通告範囲の拡大（「虐待を受けた子ど

も」から「虐待を受けたと思われる子ども」へと通告の対象範囲が拡大）もあり 16 年度以降 200

件を超える件数で推移し、令和５年度には 869件となっている。 

■ 図４－２７ 児童虐待相談件数の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 平成 22年度の全国件数は、福島県を除く速報値 

※全国は未公表 資料：県こども家庭福祉課調べ 

17,725 

34,472 

56,384 

103,286 

122,575 

133,778 

159,838 

193,780 

205,044 

207,660 

219,170 

225,509 

168 

219

250

383

377

318

512

847

733

617

655

869

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

170,000

180,000

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

全国

山形県

件 件

【山形県の児童虐待相談の状況（令和 5年度）】 

 ・主な虐待者 

 

 

 

 

 

 

 ・相談種別 

 

実母 416

実父398

実父以外の

父 21

実母以外の

母 2 その他（同

居の親族

等） 32

※ 山形県は児童相談所及び市町村における虐待認定件数  全国は児童相談所における相談対応件数 

心理的虐待

512

ネグレクト

116

身体的虐待

234

性的虐待 7



4-21 

 

 ② 里親登録数と里親委託児童の状況（図４－２９） 

 小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）が平成 21年度に２か所、25年度に１か所新設

された。 

登録等里親数は、令和６年度末で 147 世帯となった。また、里親等に委託している児童数は 48

名（里親委託児童 41名・ファミリーホーム委託児童 7名）となっている。 

 

■ 図４－２８ 山形県の登録等里親数と里親委託児童数の推移 

      ※各年度末                                資料：県こども家庭福祉課調べ 

 

③ 児童養護施設の入所状況（図４－３０） 

    保護者のいない児童や虐待されている児童などを養護して自立を支援している児童養護施設の

入所児童数は200名前後で推移している。令和７年４月１日の定員充足率は、79.8％となっており、

また、入所児童のうち被虐待児の割合が 7割以上となっている。 

■ 図４－２９ 山形県の児童養護施設の入所 

 

※各年４月１日現在                             資料：県こども家庭福祉課調べ 
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④ 不登校児童の状況（図４－３１・３２） 

    平成 10年以降、県内の小中学校の不登校児童の出現率は、全国より低い水準にある。 

■ 図４－３０ 小学校における不登校児童数の推移     ■ 図４－３１ 中学校における不登校生徒数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

資料：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査」、山形県「学校基本調査」  
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（４）障がい児の保護と自立支援 

  ① 療育手帳・身体障がい者手帳所持児童数の推移（図４－３３・３４ 表４－１０） 

    知的な障がいや身体的な障がいを抱える児童に対して、援助措置を受けやすくするために、療育

手帳及び身体障がい者手帳を交付している。療育手帳の所持児童割合は、近年増加傾向となってい

る。 

■ 図４－３２ 山形県の療育手帳所持児童数の推移         ■ 図４－３３ 山形県の身体障がい者手帳所持児童数の推移 

       

 

■ 表４－１０ 山形県の療育手帳・身体障がい者手帳所持児童数の推移 

  
療育手帳 身体障がい者手帳 

児童数 
Ａ Ｂ 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計 

H20 378 754 1,132 0.58% 385 126 100 82 42 48 783 0.40% 193,558 

H21 383 790 1,173 0.62% 387 119 94 78 38 53 769 0.40% 189,922 

H22 393 802 1,195 0.64% 378 121 102 81 46 58 786 0.42% 185,715 

H23 410 867 1,277 0.70% 368 119 92 73 50 59 761 0.42% 182,843 

H24 425 903 1,328 0.74% 362 118 96 63 45 60 744 0.42% 179,179 

H25 428 889 1,317 0.75% 338 107 108 64 39 64 720 0.41% 175,496 

H26 415 923 1,338 0.78% 304 111 107 70 36 64 692 0.40% 171,881 

H27 398 961 1,359 0.74% 303 104 111 69 37 62 686 0.41% 168,446 

H28 391 1,002 1,393 0.84% 308 93 89 65 32 59 646 0.39% 165,142 

H29 383 1,037 1,420 0.88% 321 84 79 52 36 54 626 0.39% 161,370 

H30 410 1，059 1,469 0.93% 296 95 95 54 41 47 628 0.40% 157,614 

元 405 1,075 1,480 0.97% 276 84 85 46 35 45 571 0.37% 153,303 

R2 399 1,065 1,464 0.98% 277 82 88 55 35 38 575 0.38% 149,415 

R3 404 1,070 1,474 1.01% 256 94 81 57 28 35 551 0.38% 145,425 

R4 396 1,069 1,465 1.04% 249 88 83 58 22 36 536 0.38% 141,269 

R5 427 1,126 1,553 1.13% 241 79 87 54 20 30 511 0.37% 137,130 

R6 434 1,143 1,577 1.19% 243 77 74 59 23 35 511 0.39% 132,509 

※児童数は、各年 10 月 1日現在（山形県の人口と世帯数より）  

              資料：県障がい福祉課調べ           
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② 特別児童扶養手当の支給状況（図４－３５） 

特別児童扶養手当は、在宅で 20歳未満の重度・中度の障がい児を養育しているものに支給され

る。受給者数は、ほぼ横ばいとなっている。 

■ 図４－３４ 山形県の特別児童扶養手当の支給状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※受給者数は翌年４月末現在で、支給額は各年度実績額                   資料：県こども家庭福祉課調べ  

 

（５）母子保健対策の推進 

  ① 健康診査の受診状況（表４－１１・１２） 

    市町村が実施する１歳６か月児健康診査と３歳児健康診査の受診率はともに 100％に近い。 

■ 表４－１１ 山形県の健康診査の受診状況 

 対象児童数 受診児童数 受診率 

平成 24 年度 
１歳６か月 8,889 8,727 98.2% 

３歳 9,163 8,985 98.1% 

平成 25 年度 
１歳６か月 8,499 8,361 98.4% 

３歳 8,912 8,770 98.4% 

平成 26 年度 
１歳６か月 8,302 8,186 98.6% 

３歳 8,798 8,649 98.3% 

平成 27 年度 
１歳６か月 8,195 8,064 98.4% 

３歳 8,305 8,179 98.5% 

平成 28 年度 
１歳６か月 7,941 7,835 98.7% 

３歳 8,316 8,177 98.3% 

平成 29 年度 
１歳６か月 7,809 7,700 98.6% 

３歳 8,126 8,005 98.5% 

平成 30 年度 
１歳６か月 7,334 7,246 98.8% 

３歳 7,953 7,863 98.9% 

令和元年度 
１歳６か月 6,788 6,690 98.6% 

３歳 7,440 7,327 98.5% 

令和 2 年度 
１歳６か月 6,694 6,626 99.0% 

３歳 7,230 7,159 99.0% 

令和 3 年度 
１歳６か月 6,535 6,454 98.8% 

３歳 7,215 7,109 98.5% 

令和 4 年度 
１歳６か月 6,227 6,207 98.9% 

３歳 6,818 6,758 99.1% 

令和 5 年度 
１歳６か月 5,788 5,725 98.9% 

３歳 6,434 6,359 98.8% 

資料：県こども安心保育支援課調べ 
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■ 表４－１２ 令和 5 年度の健診の受診状況 

 １歳６か月児健康診査 ３歳児健康診査 

対象児 受診児 未受診児 対象児 受診児 未受診児 

村山保健所管内 3,159 3,122 37 3,495 3,452 43 

最上保健所管内 292 288 4 354 347 7 

置賜保健所管内 1,009 994 15 1,115 1,099 16 

庄内保健所管内 1,328 1,321 7 1,470 1,461 9 

合  計 5,788 5,725 63 6,434 6,359 75 

資料：県こども安心保育支援課調べ 

 

  ② 小児慢性特定疾患治療研究事業医療給付の状況（図４－３６） 

    小児慢性疾患のうち特定疾患の患者の医療費負担軽減のため、医療費が給付される。ほぼ横ばい

となっている。 

■ 図４－３５ 山形県の小児慢性特定疾患治療研究事業医療給付の状況 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度実績                                資料：県こども安心保育支援課調べ  
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（６）ひとり親家庭への支援 

  ① 児童扶養手当の支給状況（図４－３７） 

    父又は母と生計を同じくしていない児童を養育する者に支給される児童扶養手当は、離婚等によ

る母子家庭世帯数の増加などを背景に、受給者数・支給額ともに平成 24 年まで増加傾向であった

が、その後緩やかに減少している。 

■ 図４－３６ 山形県の児童扶養手当の支給状況 

 

※受給者数は各年４月末現在で、支給額は各年度実績額             資料：県こども家庭福祉課調べ 

 

（７）ＤＶ相談支援センターにおけるＤＶ相談受付の状況 

  ① 婦人相談所等におけるＤＶ関係相談の状況（図４－３８） 

     県内のＤＶ相談支援センターは、平成 17年度まで婦人相談所１ヶ所であったが、平成 18年９

月から各総合支庁にＤＶ相談支援センターの機能を付して、婦人相談所とともにＤＶ相談に対応

している。 

令和６年度の DV相談受付件数は、前年度と比べ減少した。 

■ 図４－３７ 山形県のＤＶ相談支援センターにおけるＤＶ相談受付状況 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

※各年度実績（同一月内の同一相談者からの重複件数は除く）            資料：県こども家庭福祉課調べ  
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